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 標記試験が下記のとおり実施されますので受付期間中にお申し込み下さい。 

◇実施種目 

 学 科 試 験 実 技 試 験 

試 験 の 種 類 

・二級ガソリン自動車 

・二級ジーゼル自動車 

・二級二輪自動車 

・三級自動車シャシ 

・三級自動車ガソリン・エンジン 

・三級自動車ジーゼル・エンジン 

・自動車車体 

・二級ガソリン自動車 

・三級自動車シャシ 

受 付 期 間 ８月１日（月）～８月５日（金） 

試 験 日 平成２８年１０月０２日（日） 平成２９年０１月１５日（日） 

試 験 会 場 
(一社)山梨県自動車整備振興会 

研修センター 
未定 

※実技試験を受ける人は学科試験合格者のみ対象。 

◇受験資格  二級受験者は三級整備士合格後３年以上の実務経験者 

三級受験者は１年以上の整備作業実務経験者 

（注）実務経験の短縮対象者  

二級 大学機械科卒業者    １.５年 

   高校機械科卒業者    ２.０年 

三級 大学・高校機械科卒業者 ０.５年 

◇申込時に持参するもの 

①登録試験申請書（教育課窓口に用意してあります） 

②受験手数料（用紙代等を含む） 

 金   額 

学科試験 ４，３００円 

実技試験 １２，１００円 
 

※二級ガソリン自動車・三級自動車シャシ受験者の方へ※ 

・実技試験を続けて受験される場合は、学科試験合格後実技試験受験手数料を納付して 

頂きます。 

③受験資格を証明する証書・証明書 

・二級受験者は三級整備士の合格証書 

・実務経験の短縮を受ける方は、卒業証書又は証明書等 

④写真 １枚（縦６cm×４.５cm） 

⑤印鑑 

⑥はがき（受験者の住所、氏名を記入して下さい）２枚 

   ※二級ガソリン自動車・三級自動車シャシ受験者の方へ※ 

・実技試験を続けて受験する場合は、学科試験合格後に実技試験用案内はがき２枚 

別途提出して頂きます。 

平成２８年度第１回自動車整備技能登録試験の実施について 

〓お知らせ〓 
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平成２８年度第１回自動車整備技能登録試験（平成２８年１０月２日（日）実施）を受験する者

を対象とした標記講座を下記の日程等により行います。受講希望の方は、受付期間中にお申し込み

下さい。 

 

◇種  目  ２級ガソリン自動車  ３級自動車ガソリン・エンジン  

◇日  時   

       ◆２級ガソリン自動車・３級自動車ガソリ・エンジン 

 

 

 

 

 

※受講希望人数が１０人以下の時は開講しない場合もあります。 

 

 

◇講習内容  過去に実施された検定・登録試験の問題をもとに、出題の傾向と対策を研究学習 

◇使用教材  当振興会で作成した問題及び過去に実施した検定・登録試験問題等 

              ※下記のテキストは、必ず各自で持参して下さい。 

◆２級ガソリン自動車 

✎２級ガソリンエンジン編 ２級シャシ編 法令教材 

◆３級自動車ガソリン・エンジン 

✎３級ガソリンエンジン編 基礎自動車工学 法令教材 

         

 

◇受 講 料  １６,０００円（資料代含む） 

◇受付期間   ８月１日（月）～ ８月２６日（金） 

◇申込方法  申込書は、振興会ホームページの会員ページ（振興会からのお知らせ）からダウン

ロードするか、教育課窓口に置いてあります。必要事項を記入の上、受講料を添え

て教育課にお申込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１日 ９月０９日（金） ９:１０～１５:５０ 

第２日 ９月１３日（火） ９:１０～１５:５０ 

第３日 ９月１６日（金） １０:００～１５:５０ 

自動車整備技能登録試験対応講座のお知らせ 
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 国土交通省では、未認証事業者の排除に向けた取り組みの一環として、情報収集・調査等の一層

の強化を図るため、毎年７月を強化月間として、未認証防止対策を推進しています。 

 未認証に関する情報がありましたら、本誌１１ページの情報提供用紙により、各支部長経由にて

振興会にご連絡下さいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

未認証行為防止啓発について 
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トレーラの火災は、そのほとんどがブレーキに関するものであり、３年間で８２件ものブレーキ

引き摺りによる火災が報告されていることから、国土交通省では、ブレーキ引き摺りによる火災を

未然に防止するための注意事項をまとめるとともにドライバーと整備担当者のための啓発ビデオ

を公開した旨のプレスリリースを行いましたので、お知らせ致します。 

このような火災事故を回避するためにも、トレーラのメーカー指定点検・整備項目の確実な実施を

行うようお願い致します。 

 

国土交通省ホームページ 

◎トレーラのブレーキ引き摺りによる火災にご注意！ 

～ドライバーと整備担当者のための啓発ビデオを公開しました～ 

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_002309.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「トレーラのブレーキ引き摺りによる火災の注意喚起」に関する 

プレスリリースについて 
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平成 27 年 3 月 30 日、道路運送車両法施行規則が改正され、回送運行許可を受けられる者として

自動車の分解整備を業とする者が追加されました。 

平成 28 年 6 月 1日より、「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」の一部改正が行われ、自

動車分解整備事業者への回送運行許可基準の台数要件の緩和（車検台数基準、直前 6ヶ月間におい

て月平均 20 台以上の試行的撤廃）が施行されましたので、お知らせ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回送運行許可の台数要件の緩和について 
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使用済自動車のエアバッグ類は、その特殊性から自動車メーカー等に引き渡すことが義務づけら

れており、これを再販売することは法律上禁止されておりますが、近年、自動車から取り外したエ

アバッグ類をネットオークション等で再販売されるといった事案が見受けられます。 

中古エアバッグ類については異常作動する可能性があり、自動車ユーザーへの注意喚起が必要な

ことから、今般、経済産業省より当会に中古エアバッグ類の取扱いに関する注意喚起チラシデータ

の提供がありましたので、周知いただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古エアバッグ類の取扱いに関する注意喚起について 
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平成２８年７月２１日（木）から８月２０日（土）までの３１日間「夏の交通事故防止県民運動」

が実施されます。つきましては、各事業所におかれましても交通事故防止の徹底が図られますよう

ご協力をお願いいたします。 

 

期間 

平成２８年７月２１日（木）～８月２０日（土） 

 

交通事故防止県民運動の目的・重点 

 

１．運動の目的 

児童、生徒等の夏休みと夏の行楽シーズンが重なる夏期において、交通事故の多発 

や暴走族の活動の活発化が懸念されるため、交通ルールの遵守と正しい交通マナー 

の実践を促し、交通事故の防止を図る 

２．運動の重点目標 

（１）高齢者と子供の事故防止 

（２）全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

（３）飲酒運転の根絶 

（４）二輪車の交通事故防止 

（５）自転車の安全利用の推進 

 

 

 

 

① 「衝突安全性能評価」「予防安全性能評価」の配布について                    

独立行政法人自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）では、国土交通省の指導のもと、自動車ユ

ーザーに安全意識を高め、より安全な自動車の普及を図るため、自動車アセスメント情報を公

表しております。 

本年度におきましても、当会に「衝突安全性能評価」及び「予防安全性能評価」が届きまし

たので、配布します。 

・パンフレット 各工場１冊ずつ ・チラシ  各工場１枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度「夏の交通事故防止県民運動」実施要項 

今月の配布物について 
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【訃 報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部 

有泉自動車工場 788 甲府東 山梨機械整備工業所 588 南アルプス南

青柳自動車工業所 16 甲府西 名執モータース 774 南アルプス北

サト―自動車 1019 甲府西 （有）田富自動車工業 712 市川 

（株）キリン自動車 411 甲府南 （株）稲葉工業 63 南巨摩南 

（有）塩部モ―タ―ス 189 甲府北 （株）関東リース興業 12 東八 

末木モータース 431 峡北 古屋モ―タ―ス 512 東八 

藤原モータース 724 峡北 米山自動車工場 629 東八 

内藤自工 839 峡北 小宮山モータース 707 東八 

下井出整備工場 1035 峡北 荻本自動車整備工場 1036 日下部 

(株)久保田自動車整備工場 776 韮崎 原自動車整備工場 510 塩山 

槫林モータース 834 韮崎 町田自動車商会 692 塩山 

ボディーショップフカサワ 986 韮崎 東信自動車整備工場 314 岳麓 

清水自動車工業 1052 韮崎 半田自動車整備工場 942 岳麓 

井上モータース 355 南アルプス南 宝興自動車整備 1008 大月 

オートサービス三金 559 南アルプス南 杉林モータース 786 都留 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」６月分当選発表 

（市川支部 ８－１２６３） 

ケーアンドカーズ 

代表者 長田 和士 様 

ご尊父 長田 俊彦 様(７２歳)

６月２９日ご逝去 


